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Ⅱ 事業の流れ
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Ⅳ 申請の方法
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質疑応答

• 前頁Ⅰ～Ⅳ 説明後、質疑応答の時間を設けております。

• チャット機能にて、ご質問内容をご記入ください。

(記入タイミングは、説明会の途中でも問題ございません)

*説明会内での回答が困難な場合、別途個別メールにてご回答させていただく旨、ご了承ください。

• 別途、事務局への個別問合せもご活用ください。

荷主・物流事業者の行動変容促進事務局

株式会社日本能率協会コンサルティング（略称：JMAC）

電子メール：digital-katsuyo@jmac.co.jp
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１. 補助事業の目的

２．補助対象イメージ

３．補助事業のスキーム

４．補助対象事業者

５．補助の内容

６．補助対象事業と要件

７．補助金交付の要件

８．補助の対象経費と対象外経費

Ⅰ 補助金の概要
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Ⅰ 補助金の概要

１．補助事業の目的

 本事業は、物流統括管理者等が主体となり、関係部署間の調整や取引先等の社外事業者等との水平連

携や垂直連携を先導することで、複数の荷主・物流事業者間の連携・協働に基づくデータの可視化・共有

化をはじめとした先端的なユースケースの創出を行う事業を支援します。

 これに要する経費の一部を補助することにより、デジタル技術を活用した荷主・物流事業者の行動変容の促

進に資する取組を推進することを目的とします。
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事業例① 物流コストに応じた運賃・商品価格の設定に取り組む事業

➢ ダイナミックプライシングの導入
荷主・物流事業者間でデータを連携・可視化し、物流の需要状況に応じて
価格を変動させる仕組みを構築する事業

➢ 配送リードタイムに応じた運賃・サービスの設計
「即日配送」と「ゆっくり便」といった選択肢を設け、リードタイムに余裕のある配送
方法を選びやすくするなど、物流コストや配送負荷の軽減に寄与する事業

荷主
物流事業者データ

基盤構築

需要状況
可視化・連携

需要増
=価格増

需要減
=価格減

需要状況に応じて物流コストを変動データ連携基盤の構築

選択に応じてリードタイム、価格を変動配送方法の選択肢を構築

荷主

・リードタイム短
・価格

・リードタイム長
・価格配送依頼

時に選択

即日
配送

ゆっくり
便

計画情報の連携による物量の平準化に取り組む事業事業例②

➢ 計画情報を共有する仕組みの導入
荷主・物流事業者間で計画情報を連携・共有し、物量の集中を分散・平
準化することで、輸送・保管の効率化やトラックの安定確保につなげる

需要状況に応じて物流コストを変動計画情報共有仕組みの構築

➢ 計画の分散・調整により、繁閑差を縮小し、安定的な物流運用を実現

２．補助対象事業イメージ 補助対象として想定される事業テーマを以下に示します
*参考資料となります。実際の事業内容は、申請者毎に異なります。

Ⅰ 補助金の概要



２．補助対象事業イメージ 補助対象として想定される事業テーマを以下に示します
*参考資料となります。実際の事業内容は、申請者毎に異なります。

事業例③ AI等を活用した配車・運行計画の最適化に取り組む事業

➢ AI等による配送ルートの自動生成とシミュレーション
荷主・物流事業者間でデータを連携し、AI等を用いたシミュレーションを実施
渋滞回避ルートの設定によるドライバーの運転時間の削減や、共同配送に
よる積載率の向上等に繋げる事業

DB/データ
連携

配送ルート
AIシミュレーション

➢ 需要予測AI等を用いた運行計画・人員配置の適正化
過去の荷量実績や季節変動などから将来の業務量を予測。
人員配置や、シフト計画を事前にシミュレーションすることで、
要員不足の事前防止や、計画策定等の検討時間を削減する事業

荷量実績 AI需要予測

共同配送の
余地の提示

渋滞回避
ルートの提示 運転時間削減

季節変動
データ

シフトの
自動策定

計画策定時間
の削減

積載率向上
複数
荷主

例

例

<効果>
物流事業者

繁閑期を考慮した
車両・人員配置
計画の策定

例

例

<効果>

要員過不足
の解消

Ⅰ 補助金の概要



Ⅰ 補助金の概要

３．補助事業のスキーム

国土交通省
荷主・物流事業者の
行動変容促進事務局
（補助事業者）

補助対象事業者

（間接補助事業者）

申請

補助

申請

補助

有識者による第三者委員会
において審査
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Ⅰ 補助金の概要

４．補助対象事業者

荷主企業または物流事業者のいずれか１者以上を含む、以下に掲げるものから構成される協議会を対象と

します。

《協議会への参画が想定される事業者》

• 荷主企業または物流事業者（貨物運送事業者、倉庫業者等）1者以上（必須）

• その他物流に係る関係者（物流システム事業者、大学、研究機関等）

1. 代表機関の設置

2. 取得資産の管理

3. 実施能力および経営基盤

4. 法令順守および暴力団排除

5. 指名停止措置等がないこと

《補助対象事業者のその他の要件》
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Ⅰ 補助金の概要

５．補助の内容

予算規模 5.5億円

補助率 定額（10/10）

補助対象
荷主企業または物流事業者（いずれか１者以上必須）、その他物
流に関わる関係者等によって構成された協議会

１協議会あたりの補助金上限額 5,000万円
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Ⅰ 補助金の概要

６．補助対象事業と要件

荷主企業または物流事業者が主体となって、関係部署間の調整や取引先等の社外事業者等との水平連携や垂直

連携を先導することで、複数の荷主・物流事業者間の連携・協働に基づくデータの可視化・共有化をはじめとした先端

的なユースケースの創出を行う事業を補助対象とします。

対 象 事 業

補助対象事業の要件 （公募要領P.3）

1. 行動変容の促進：

2. 先進性と課題解決：

3. 具体性 ・実現性：

4. 社会実装のプロセス：

5. 汎用性と横展開：

国内物流分野におけるデジタル技術を活用した荷主・物流事業者の行動変容の促進に資する取組であ

ること。

取組内容が一定の先進性を有しており、現在又は将来的に発生が予測される物流課題の解決に資する

取組であること。

取組内容及びそのプロセスが具体化されており、実施計画・手法が明らかであること。

社会実装を前提とした取組であり、そのプロセスが明らかであること。

（例：社会実装に向けた課題の整理、取組内容の有効性・許容性の検証等）

取組内容が汎用性を有し、他の取組への横展開に資するものであること。

（例：展開可能な領域・業界等の特定、展開時における効果・課題の整理等）



Ⅰ 補助金の概要
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１．事業目標の設定

➢ 本事業の実施にあたっては、事業の成果に応じた適切な目標（KPI）の設定と、それらの具体的な計測方法の設定

が必要です。

➢ 事業の成果として、以下に例示するKPI項目例を参考に、目標と計測方法の設定をお願いいたします。

KPI項目 (例) 考え方 現状値 目標値 計測方法

車両操業率

積載効率

トラック輸送台数

荷役作業時間

荷待ち作業時間

検品作業時間

配車計画業務時間

CO2排出量

定量化
された
情報を
設定してく
ださい

設定したKPI項目を
計測する方法を設定してください

*応募様式1記載例_実施計画書
をご参照ください

定量化
された
情報を
設定してく
ださい

７．補助金交付の要件



Ⅰ 補助金の概要
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２．実証事業の実施

➢ 期間内に目標KPIに対しての実証を行う必要があります。
➢ 実施計画書に、実証事業の実施計画内容の記載をお願いいたします。
➢ 取組の社会実装が円滑に図られるように、取組のポイント及び課題を具体的に示すことが必要です。

３．本事業終了後の社会実証に向けたロードマップの提示

➢ 本事業完了後、協議会において社会実装に向けたロードマップや留意点（例：実施スキーム、導入手順、シス
テム仕様、技術の詳細、関係者との合意形成方法等）等を具体的に示すことが必要です。

<実証事業計画の記載内容（例）>
・実証期間・計画対象期間
・発地の場所／着地の場所
・発地から着地への輸送距離
・車両台数

・物量（発注量、受注量、納入量、出荷量など）
・計画・実績情報の相互連携範囲
（項目、○日前から情報連携など）及び更新頻度
・参加企業・役割など

<事業計画の記載内容（例）>
・社会実装に向けたロードマップ（時期、実施内容、展開対象など）
・社会実装に向けた留意点（例：実施スキーム、導入手順、システム仕様、技術の詳細、関係者との合意形成方
法など）

７．補助金交付の要件



Ⅰ 補助金の概要

８．補助対象経費と対象外経費
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業務構築

●業務構築
（共同輸配送等）

実証

➢実証事業実施に係る経費
（データ基盤使用料、共同
輸配送、効果の計測・分析、
倉庫・機器・設備の賃借等）

等

●事業の実証

➢事業のスキーム構築に要するシステム開発費
  (例)

• 複数荷主の連携・共同輸配送等を実現するためのシス
テム構築・開発

• 物流データのデータプラットフォーㇺ
• 運行管理システム（TMS）
• 共同倉庫の倉庫管理システム（WMS）・バース予約シ

ステム
• 受発注情報等、取引データのEDI連携

等

●システムの導入例

システム導入

実証事業の取組イメージは以下の通りです。検討にあたっては次の点にご留意ください。

• 本事業と直接関係のない機器・システム等の計上は認められない
• 既存の通常業務と区別できない経費（光熱費・通信費など）や、既存システムのランニングコストは補助対象外となる
• 本事業のためだけに使う専用のシステムや機器の計上は可、汎用性の高いものについては計上が認められないことがある
• 実証に係る経費について、実証期間中に発生した経費であっても、実証用の経費のみが対象となり、既存の通常の輸配送用の経費は補助対象とならない

➢事業(共同輸配送、トレーサ
ビリティ等)のスキーム構築に
向けた検討に係る人件費

➢システム要件定義に係る委
託費

等



Ⅰ 補助金の概要

８．補助対象経費と対象外経費

対象となる経費

１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内容

事業費 業務費 業務費 事業を行うために必要な機器、設備又は

システム等に係る調査、設計、製作、試験

及び検証に要する経費をいうものとする。また、

補助対象事業者が直接、調査、設計、製

作、試験及び検証を行う場合においてこれに

要する材料費、人件費、水道光熱費、消

耗品費、通信交通費その他に要する費用を

いい、請負又は委託により調査、設計、製

作、試験及び検証を行う場合においては請

負費又は委託料の費用をいう。

事務費 支払賃
借料

事業を行うために物品を共同で保管するた

めの倉庫保管料等をいう。

※その他、本事業に直接必要な事務費

（賃金、旅費、謝金等）も対象

対象とならない経費

・免許、資格、権利の取得に要する経費
・建物、建物付属設備、構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具の購入等
に係る経費（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵
省令第15号）に掲げるもの）
・不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両、船舶、航空機等の購入
費・修理費・車検費用
・汎用性があり目的外使用になり得るもの（例えば事務用のパソコン、プリンタ、
文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家
具、集塵機、コンプレッサー、電源装置等）の購入費
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料
・商品券等の金券
・飲食、娯楽、接待等の費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及
び訴訟等のための弁護士費用
・収入印紙
・振込等手数料（代引手数料を含む）及び両替手数料
・公租公課（消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）等）
・各種保険料
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・業務費のうち平常の運営経費や汎用的な利用と区別できない消耗品費、水
道光熱費、通信交通費、および既存システムのランニングコスト等
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

（公募要領 P.7）
（公募要領 P.6～7）
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Ⅰ 補助金の概要
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対象経費の費目 事業実施に際して要する費用概要

区分 費目 細分 細目 業務構築 システム導入 実証

事業費

業務費 業務費
機器、設備、システム導入
等

（直接）事業実施に係る材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費
その他（事業の実施に際して要する費用）

（委託）事業実施に係る請負費もしくは委託費

データ基盤等使用料
検証費用

事務費

支払賃借料 物品の共同保管 ー ー 事業実施に係る倉庫保管料等

事務費

社会保険料 労務者に対する社会保険料と事業主負担保険料

賃金・報酬・給与・手当等 本事業事務に係る労務者に対する給与（社員給与・手当もしくは臨時雇用者への賃金 等）

諸謝金 本事業事務に係る専門家等への謝金

旅費 本事業事務に係る交通移動に係る経費

需用費（印刷製本費） 本事業事務に係る印刷製本費（設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増 等）

役務費（通信運搬費） 本事業事務に係る郵送料等通信費

委託料 本事業事務に係る特殊な技能又は資格を必要とする業務を外注する場合に要する経費

使用料及び賃借料 本事業事務に係る会議に係る会場使用料（借料）

消耗品費等 本事業事務に係る必要な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の購入

工事費

本工事費 直接工事費 材料費、労務費、直接経費

間接工事費 共通仮設費、現場管理費、一般管理費

付帯工事費 本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲での経費

機械器具費 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費

測量、試験費 公示に関する直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費

本事業では、事業費のうち、主として“業務費”に対するご支援を想定しています。

８．補助対象経費と対象外経費



本日の説明の流れ

Ⅰ 補助金の概要

Ⅱ 事業の流れ

Ⅲ 申請書の書き方

Ⅳ 申請の方法
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１. 事業全体の流れ

２．公募から採択までの流れ

３．交付申請と事業着手までの流れ

４．事業実施から完了までの流れ

５．実績報告から補助金支払いまでの流れ

６．補助金の支払い以降の流れ

７. 補助金効果報告書の作成について

Ⅱ 事業の流れ
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Ⅱ 事業の流れ

１．事業全体の流れ

公募～採択

申請受付

交付申請受付～事業着手

事業実施～完了

実績報告～補助金支払い

６月１２日（金） 公募受付終了

７月上旬 採択結果通知

第三者委員会の開催

７月中旬 補助金交付申請

交付決定
申請内容の協議

７月下旬 事業説明会
（以後、１～２カ月に１回定期
的に事務局と進捗報告会議を開催）

２月１９日（金） 事業完了

２月２６日（金） 実績報告書・関連証憑の提出

現地調査
（１月～２月）

額確定審査
３月中旬 額確定通知の受理

精算払い請求書の提出

３月下旬 補助金の受領
指定口座への振り込み

20



Ⅱ 事業の流れ

２．公募から採択までの流れ
申請書類の作成・提出に関する質問等はメールにて随時受け付けています。

メール：
digital-katsuyo@jmac.co.jp

21

段階 時期 申請者・補助対象事業者 事務局 備考

公
募
・
採
択

採択結果の通知

(必要に応じて)再提出

(必要に応じて)記載内容の確認等

公募公表（ホームページ公開）

令和８年
４月２４日（金）

14:00
(公募受付開始)

６月１２日（金）
17:00

(公募受付終了)

申請書類の
作成・提出

申請に関する問合せ
随時受付

メール：
digital-
katsuyo@jmac.co.jp

受付 → 形式審査

申請書類の受理

第三者委員会による
公募選考委員会※１

採択・不採択の判定採択結果の受理７月上旬

※１：公募選考委員会でヒ
アリング審査（Web会議形式
を想定）を実施する場合があ
ります。

（公募要領P.11）



Ⅱ 事業の流れ

審査基準

① 補助対象事業がデジタル技術を活用した荷主・物流事業者の行動変容の促進に資する取組であるか。

② 補助対象事業が新たな発想や既存技術・設備の適用における創意工夫などにより、先進性を有する取組であるか。

③ 補助対象事業が現在又は将来的に発生が予測される物流課題の解決に資する取組であるか。

④ 設定した具体的な成果目標に対して、補助対象事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。

⑤ 補助対象事業は、各参画企業の役割を適切かつ明確に定め、有する関連分野に関する知見（物流システム、共同輸配送
等）によって、事業を効率よく着実に推進できる体制となっているか。（協議会内、外注委託先含む）。

⑥ 補助対象事業は、実施方法、実施スケジュールが現実的であり、期間内に効率よく着実に完遂できる計画(事業中のリスクへの
配慮も含む)となっているか。

⑦ 補助対象事業は、必要な経費の妥当性を客観的根拠に基づき提示し、事業目的に対して費用対効果が最大化されるような
効率的な計画となっているか。

⑧ 補助対象事業が社会実装、事業化の見通しがある取組であるか。また、普及や社会実証、事業化に至るまでのプロセス(ロード
マップ等)が具体的かつ論理的な取組であるか。

⑨ 補助対象事業が汎用性を有し、他の取組への横展開に資する取組であるか。

補助対象としての要件（協議会の構成等）・ 事業期間等や補助金交付の要件との合致 【基本要件クリア】

⚫ 基本要件、審査の基準

《審査基準に基づく選定を実施》

22

（公募要領P.12～13）



Ⅱ 事業の流れ

３．交付申請と事業着手までの流れ

第三者委員会の審査を通じて採択されたのち、委員会での採択要件や採択状況による交付金額の調整等を踏まえて
申請内容を事務局と協議して補助金交付の申請書を提出していただきます。

23

段階 時期 申請者・補助対象事業者 事務局 備考

交
付
申
請
か
ら
事
業
着
手

交付決定の通知

７月中旬 交付申請書の再提出 ※２ 申請書の確認 ※３

申請内容の協議・調整

申請書の受理

事業開始 交付決定

※２：申請時に提出した交付
申請書を、採択時の内容に沿っ
て修正し再提出してください。

※３：第三者委員会での採択
条件や採択状況による交付金
額の調整等により申請書につい
て協議・調整を実施することがあ
ります。

（公募要領P.11）



Ⅱ 事業の流れ

留意事項

① 交付決定日以降に契約・発注したもののみが補助対象

② 契約・発注に際しては複数社から相見積もり（相見積もりが難しい場合、その理由書、応募様
式１別紙２（システム機能別工数一覧表）を作成）

④ 契約金額が１００万円を超える契約は、国交省から補助金交付等停止措置や指名停止措置
が講じられている事業者を契約の相手とすることは原則禁止

③ 協議会構成員以外に業務を委託する場合、契約を締結し、事務局に届出

24



Ⅱ 事業の流れ

４．事業実施から完了までの流れ
事業実施後、定期的に進捗報告会を開催するほか、１１月中旬頃に中間報告を実施していただきます。
事業完了日は令和９年２月１９日までです。この日までに支払いを含めたすべての業務を完了してください。
実績報告書の提出は令和９年２月２６日までです。

25

段階 時期 申請者・補助対象事業者 事務局 備考

事
業
実
施
か
ら
完
了

※４：１～２カ月に１回定期
的に事務局と進捗報告会議を
実施します。進捗会議の開催 ※４

中間報告書の作成 中間報告書の確認
１１月中旬頃

進捗会議の開催 ※４

現地調査 ※５

令和9年
２月上旬

※５：完了報告に向けた実績
報告書等整備状況の事前審
査を補助対象者の現地で実施
します。

補助対象事業完了 ※６

実績報告書の提出

２月１９日（金）
(事業完了日)

２月２６日（金）
(報告書提出期限)

※６：支払いも含めたすべての
業務を遅くとも令和９年２月１
９日までに完了してください。

事業説明会の開催７月下旬

（指摘事項の反映）

（公募要領P.11）



Ⅱ 事業の流れ

⚫ 事業期間中の報告 （公募要領 P.13～14）

必
須

（１）進捗報告 ⚫ １～２カ月に１回・原則Web方式
⚫ 計画の進捗や課題について報告

（２）中間報告 ⚫ １１月中旬頃・報告書類の提出 ※提出書類は次頁を参照
⚫ 実績報告に向け書類が適切に管理されているか確認

必
要
に
応
じ
て
提
出

補助対象事業の
計画変更等

①計画変更・事業の
中止または廃止

⚫ 次の場合は、事前に「計画変更（等）承認申請書（様式第４）」の届出
が必要

✓各配分額の低い額の１５％以上を流用する場合
✓補助対象事業の内容を変更する場合
✓補助対象事業を中止または廃止しようとする場合
✓設備所有権を変更しようとする場合等

②事故報告 ⚫ 補助対象事業実施期間内の事業完了が困難であることが見込まれる場合
には、「事故報告書（様式第５）」を提出

26



Ⅱ 事業の流れ

４．事業実施から完了までの流れ

⚫ 中間報告の書類 （公募要領 P.14）

提出書類 書類様式 備考

状況報告書 様式第６ 事務局からの要求があったときは速やかに状況報告書を提出すること

補助金効果報告書 ― ※事務局指定の報告様式（中間報告までに事務局から配布します）

証憑類 写し
中間報告時に入手済みの契約書（又は発注書）、見積書（相見積もりも併せ

て提出）、納品書、検収書、請求書、領収書（又は振込明細書）

27



Ⅱ 事業の流れ

５．実績報告から補助金支払いまでの流れ
実績報告書の提出期限は令和９年２月２６日です。この報告に基づき補助金額の確定を行います。
交付決定額は補助金の上限額という位置づけであり、実績報告時点の実績としての支払内容や書類等の不備により
減額となることがあります。
実績報告書は、実施内容に係る別添資料等のすべての書類が揃っているか十分にご確認ください。

28

段階 時期 申請者・補助対象事業者 事務局 備考

実
績
報
告
か
ら
支
払
い

額確定通知書の通知

実績報告書の受理

額確定のための審査額確定通知の受理

精算払い請求書の提出 精算払い請求書の受領

指定口座への補助金振込み補助金の受領３月下旬

３月中旬

（公募要領P.11）



Ⅱ 事業の流れ

５．実績報告から補助金支払いまでの流れ

提出書類 書類様式 備考

実績報告書 様式第７

消費税額および地方消費税額の額
の確定に伴う報告書

様式第１１ 消費税額および地方消費税額を算入して申請書を提出した場合に提出

取得財産等管理台帳 様式第１３ 当該年度中に取得財産がある場合に提出

収入内訳書 様式第１４ 補助対象経費である機器、システム等によって収益を得た場合に提出

補助金効果報告書 ー 事務局指定の報告様式（中間報告までに事務局から配布します）

その他 中間検査時に未提出のもの

29

（公募要領P.15）



Ⅱ 事業の流れ

６．補助金の支払い以降の流れ
（１）取得財産等の管理
⚫取得財産等の管理
「取得財産等」は、事業完了後も補助金交付の目的に従って効果的運用を図ってください。なお、当該取得財産等は、取得
財産等管理台帳（様式第１３）を備えて、適切に管理してください。

⚫取得財産等の処分
取得財産等のうち消費税額を除く単価が５０万円以上のものは、財産処分制限期間に処分はできません。処分するときは、
財産処分承認申請書（様式第１５）をもって事前に申請、承認を得る必要があります。その場合には、原則として補助金の
一部または全額を納付しなければなりません（交付規程第２２条、第２３条参照）。

（２）補助金の返還、取消し、罰則等
⚫違反行為があった場合の処分
他の用途への無断流用、虚偽報告等違反行為（「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」）をした場合には、
補助金の交付決定の取消し・返還命令（加算金の徴収を含む）、不正の内容の公表等を行うことがあります。法令に違反し
ていることが明らかな場合、当該法令による罰則の他、採択取消し、交付決定取消しや交付済み補助金の全額返還（加算金
付き）等の処分を受ける可能性があります。

（３）年度末報告書の提出
補助対象事業者は、年度末報告書としての補助金効果報告書【○年度】を事務局へ提出してください。また、補助対象事業
終了年度の翌年度末においても、必要に応じて国土交通省の指示により、補助金効果報告書の提出を求める場合があります。

（４）事業成果の発表
事務局が開催する成果報告会や、関連するステークホルダーを対象とした発表の場において、成果報告のご協力をお願いするこ
とがあります。 30



Ⅱ 事業の流れ

７．補助金効果報告書の作成について

31

補助金効果報告書には、事業の成果を具体的に記載いただくことに加え、実施した実証事業の社会実装が

円滑に図られるよう、補助金効果報告書の一部またはその別紙として、

• 実施した取組のポイント及び課題

• 社会実装に向けたロードマップや留意点

（例：実施スキーム、導入手順、システム仕様、技術の詳細、関係者との合意形成方法等）

等について、社会実装や横展開の参考となるよう具体的に整理してください。

（公募要領P.16）



本日の説明の流れ

Ⅰ 補助金の概要

Ⅱ 事業の流れ

Ⅲ 申請書の書き方

Ⅳ 申請の方法

32



１. 応募様式１

（実施計画書、別紙１事業概要、別紙２（システム機能別工数一覧表））

２．様式第１

（交付申請書、別紙１経費内訳、別紙２役員名簿）

３．その他提出書類の注意点

Ⅲ 申請書の書き方

33



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

協議会の名称を記載してください。

協議会構成者は、「荷主企業」「物流事業者」「その
他」にチェックを入れてください。

事務局との連絡窓口となる担当者名に下線を付けてく
ださい。

34



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

事業を実施する背景目的に加えて、国内の物流分野
の問題、解決すべき課題、社会的ニーズについて具体
的に記載してください。

社内で稟議等のために作成した企画書等に該当項目
がある場合は、補足資料として提出いただいても問題あ
りません。
※その場合は補足資料の参照頁の記載、参照箇所を
枠で囲う等、該当箇所が分かるように提出ください。

35



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

【事業の概略】では、導入するシステム(デジタル技術)
の内容と、それによって誰がどう行動を変え（荷主企業
または物流事業者の調整など）、どのような成果が得
られるかを記載してください。
また、事業の概要は図や表を用い分かりやすく記載くだ
さい。

36

【事業の特色】では、異業種連携やデータ活用など、本
事業ならではの特色（類似技術との比較等）を記載
してください。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

37

本事業の実施のKPI項目を設定し、事業実施前後の
現状値・目標値を記載してください。

事業実施前のKPIに関しての現状や課題を記載くださ
い。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

38

事業実施前後の数値を比較できる具体的な計測手
法を記載してください。

今回設定したKPIの項目、目標値の設定理由・背景
(考え方)を記載ください



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

39

特定のルートや拠点、物量、参加企業役割等、事業計画を明
記してください

効果の確認（データの集計・分析）までを令和9年2月19日
までに完了させる必要があります。分析に要する期間も考慮し
た実証スケジュールを組んでください



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

40

拠点への拡大や他社への周知方法など、可能な限り具
体的にロードマップを記載してください



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

41

事業の進め方、実施内容、スケジュール等について詳
細に記載してください。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

協議会参画企業間の資本関係がある場合は記載して
ください。

42

各参画企業の役割については、「物流統括管理者とし
てのプロジェクトマネジメント」や「現場での配車調整」な
ど、行動変容に向けた具体的な役割分担を明記してく
ださい。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

43

本事業の実施体制を、図や表などを用いて
整理してください。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

44

各審査基準に対して、実施予定の事業内容がどのよう
に合致しているか、該当する設問にチェック をし、その
具体的内容を記載してください。

単なるシステムの導入案にとどまらず、システムで可視化
されたデータを活用して「誰が・どのように行動を変える
のか（荷主企業または物流事業者等の関与など）」を
具体的に記載してください。

前項までの記載内容と重複しても構いませんので、各
評価基準に対する本事業の合致ポイントが明確になる
ように記載してください。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

45

先進性については、自社内での新規性だけでなく、他分
野の技術転用や異業種連携など、業界全体から見たア
ピールポイントを記載してください。

今回の事業での取組がどのように物流課題の解決に寄
与するかを、明確に記載してください。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

46

システムを導入するだけでなく、成果を最大化するために
定例会議を設けるなどの効果的な工夫を記載してくださ
い。

事業の効率的な推進に向けた、参画企業の役割分担、
関連分野に関する知見の活用について記載してください。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

47

システム開発・導入の期間だけでなく、「関係者間での
運用ルールの調整」や「実証を通じた効果検証」に要す
る期間も加味した、現実的な計画であることを示してく
ださい。

定性的な効果だけでなく、具体的なKPIに基づき、投
資金額に対する回収の見通しを論理的に記載してくだ
さい。また、相見積もりの取得など、経費妥当性の根拠
も明記してください。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１（実施計画書）

48

本補助事業の期間内だけの実証で終わらせず、事業終
了後に「自社の他拠点」や「他社・他業界」へどのように
広げていくか具体的に記載してください。

汎用性や横展開の可能性について記載してください。



• 可能な限り具体的に記載してください。

Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１別紙１（事業概要）

49

• デジタル技術を用いて行う事業の概要、事業での検証内容等を
記載してください。

• 図、アイコン等を活用し、分かりやすく記載してください。

• 実施計画書に記入したKPI、効果検証の手法を記載してください。

• 実施計画書に記入した代表、構成者を記載してください。
※事業者名にて記載

• 現状の物流業界の課題と今回実施する事業の目的を記載してく
ださい。



Ⅲ 申請書の書き方

１．応募様式１別紙２（システム機能別工数一覧表）

50

• 随意契約でシステムを導入（新規・更新・改修等）する場合は
提出してください。※複数見積を取得されている場合は不要。

• 導入するシステム1つにつき1枚作成し、提出してください
※複数システムを導入する際はシートをコピーしてください。

• 今回導入したシステムの機能の一覧の入力、標準仕様または開
発のどちらかに○の入力、開発に関しては、開発に必要な工数を
記載してください。
※今回導入するシステムの機能のみが対象になります。

• システム機能の分類は吹き出しの表を参考に記載してください。

• 工数の合計を入力してください。また、この合計が見積明細書の
「開発・実装（PG）」との整合を確認してください。



Ⅲ 申請書の書き方

２．様式第1 （交付申請書）

51

文書作成日は、公募受付開始日～公募受付締切日の範囲で任意
の日付を記入してください。

氏名は、申請者の法人名（協議会の代表組織となる法人名）と、
その法人の代表者（複数人代表がいる場合は、本事業における決
裁権を持つ者）の役職名と、姓名を記載してください。

間接補助事業の開始予定日は、「交付決定日」と記載してください。
完了予定日は具体的な日付で且つ本事業の完了期限日（令和９
年2月19日）までの日付を記載してください。

間接補助事業に要する経費は、補助対象経費および補助対象外の
経費の合計金額を算用数字で記載してください。

補助対象経費は、補助金交付の対象経費（システム導入に係る経
費等）の合計金額を算用数字で記載してください。

補助金交付申請額は、定額（10/10）のため、補助対象経費と
同額（上限5,000万円の範囲内）を記載してください。

同上の金額の算出根拠は、当該箇所での記載が難しい場合、見積
書などの参照の対象となる資料の通りである旨を記載してください。



Ⅲ 申請書の書き方

２．様式第１別紙１（経費内訳）

52

• 各区分の「間接補助事業に要する経費」と「間接補助対象経費」の金額を内訳ごとに記載してください。また、その合計金額を記載してくださ
い。該当する費用がない場合は、「0」と記載してください。

• すべての区分の「間接補助事業に要する経費」の合計金額および「間接補助対象経費」の合計金額を記載してください。
※「間接補助事業に要する経費」の合計金額は、様式第１の「4.間接補助事業に要する経費」と同額を記載してください。
※「間接補助対象経費」の合計金額は、様式第１の「5.間接補助対象経費」と同額を記載してください。

• 補助金の額（交付申請額）は、定額（10/10）のため、間接補助対象経費の合計額又は、間接補助対象経費が補助上限額となる
5,000万円を超える場合は5,000万円を記載してください。

※交付決定までの経費の精査によって金額が変わる場合があります。
※「補助金の額」は、様式第１の「6.補助金交付申請額」と同額を記載してください。

間接補助対象経費の全額、または5,000万円（補助
上限額）のうち、小さい方の金額を記入してください。



Ⅲ 申請書の書き方

２．様式第１別紙２（役員名簿）

53

• 役員名簿は、申請を行う法人の役員の氏名（カナ、漢字。姓名必須）、生年月日（和暦は各元号のアルファベット表記の頭文字、
年月日は算用数字）、会社名、役職名を記載してください。

※読み仮名が長い場合は、半角や姓名を当該の欄の中で折り返して入力する等して、記載してください。

• 社外取締役や外部監査役などについては、主に在籍している会社名を記載してください。



Ⅲ 申請書の書き方

３．その他提出書類の注意点

◼ システム、機器類資料（写）
✓システム、機器類資料（写）は取組に必要なシステム、機器類ごとに仕様および規格がわかる資料を提出してください。

✓導入予定の取組に必要なシステム、機器類が海外製品の場合、必ず日本語訳のシステム、機器類資料（写）を提出してください。

✓ インターネット上に取組に必要なシステム、機器類等の仕様などがわかるページやPDFファイル等がある場合は、そのファイルをダウンロードしたデー
タ、またはそのページのキャプチャ画面をデータ化したファイルを送付してください。当該ページのURLのみの提出は不可となります。

◼ 見積書（写）
✓見積書は、原則すべての発注において3社以上の見積書を取得し、最も低い価格を提示した事業者の見積書を採用し、各申請書類に記載
する金額としてください。

✓価格がホームページ等で確認できる場合は、2社による競争で問題ありません。

✓見積書は、「（参考）システム導入費_見積明細書の作成見本」を参考に作成ください。

✓補助対象事業で申請する設備やシステムで一式の記載がされている場合、見積書の再取得依頼を指示させていただく場合があります。

✓随意契約でシステムを導入(新規・更新・改修等)する場合は「応募様式１別紙２（システム機能別工数一覧表）」の提出が必要です

✓申請時には有効期限にご注意ください。

◼ 登記事項証明書又は登記簿謄本（写）
✓協議会を構成する全ての事業者の登記事項証明書又は登記簿謄本の写しを提出してください。（履歴事項全部証明書と現在事項証明書
のどちらでも問題ありません。）

✓上記書類は3カ月以内に取得したものを提出してください。

◼ 貸借対照表、損益計算書
✓協議会を構成する全ての事業者の最新の貸借対照表及び損益計算書を提出してください。

✓直近１カ年分を提出してください。 54



Ⅲ 申請書の書き方

３．その他提出書類の注意点（システム導入費の見積明細書の作成見本）

55

• システム導入時における見積明細書の記入レベルにはばらつきがあり、費用の妥当性を評価することが困難なケースも見受けられます 。そのため、提出書類一式
に含まれる「（参考）システム導入費_見積明細書の作成見本」を参考に、見積明細書を作成してください 。

<見積明細書作成にあたっての留意事項>
• パッケージライセンス費用、ハードウェア/ソフトウェア費用、エンジニアリング費用、ランニング費用は分類して作成
• 見積明細を記載する際は、「一式」ではなく、可能な限り内訳（単価×数量）に分けて記載
• エンジニアリング費用に関しては、システム導入フェイズ毎に見積明細区分を設けて、工数、金額を記載
• 随意契約でシステムを購入する際は、エンジニアリング費用の見積明細、開発・実装（PG）の機能別工数の内訳を（応募様式１別紙２）システム機能別
工数一覧表に記載し、提出



本日の説明の流れ

Ⅰ 補助金の概要

Ⅱ 事業の流れ

Ⅲ 申請書の書き方

Ⅳ 申請の方法
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１. 申請書類の入手

２．申請期間

３．提出方法

４．問合せ先

Ⅳ 申請の方法
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Ⅳ 申請の方法

１．申請書類の入手

申請書類等は事務局のホームページからダウンロードし、入手してください。

《事務局ホームページ》

https://meet.jmac.co.jp/digitalkatsuyo-r8
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Ⅳ 申請の方法

２．申請期間

申請受付期限： 令和8年6月12日（金）17時（必着）

※受付期限までに提出が間に合わない資料がある場合は、事務局までご相談ください。場合に

よって、受付期限後の提出を許容できることがございます。

※事務局にて申請のメールを受信後、受信の翌営業日までに、協議会幹事会社のご担当者に

受付のメールを発信します。

もし事務局からの返信がない場合にはお手数ではありますがお問い合わせください。

59



Ⅳ 申請の方法

３．提出方法

申請に際しては、申請に必要なすべての書類を作成または収集し、事務局の

問合せ先へ電子メールによりご提出してください。また、申請の際には電子メール

の件名の冒頭に「【行動変容促進・申請】」と必ず付記してください。

電子メール：digital-katsuyo@jmac.co.jp

申請書類等漏れがないか確認の上、電子メールで提出ください。

60



Ⅳ 申請の方法

４．問合せ先

荷主・物流事業者の行動変容促進事務局

株式会社日本能率協会コンサルティング（略称：JMAC）

電子メール： digital-katsuyo@jmac.co.jp

※電子メールの件名の冒頭に、【行動変容促進・問合せ】 と付記してください。

61



質疑応答

• チャット機能にて、ご質問内容をご記入ください。

*説明会内での回答が困難な場合、別途個別メールにてご回答させていただく旨、ご了承ください。

• 別途、事務局への個別問合せもご活用ください。

荷主・物流事業者の行動変容促進事務局

株式会社日本能率協会コンサルティング（略称：JMAC）

電子メール：digital-katsuyo@jmac.co.jp
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